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＜限度額のメッセージについて＞ 

 

出力例① 

一般の生命保険料欄：「**一般生命保険控除額の最高額に達しています**」 

個人年金保険料欄：「**個人年金保険控除額の最高額に達しています**」 

のメッセージが表示される場合 

表示条件：旧一般（旧年金）の控除額が 5 万円以上 

⇒一般保険（年金保険）の追加の申告はできません。 

 

【保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書】(抜粋) 
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出力例② 

介護医療保険料欄：「**介護医療保険控除額の最高額に達しています**」 

のメッセージが表示される場合 

表示条件：介護の控除額が 4 万円以上 

⇒介護の追加の申告はできません。 

 

【保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書】(抜粋) 
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出力例③ 

一般の生命保険料欄：「**生保控除額計 12 万未満なら旧保険のみ申告可**」 

個人年金保険料欄：「**生保控除額計 12 万未満なら旧保険のみ申告可**」 

のメッセージが表示される場合 

 表示条件（以下のいずれかに該当した場合） 

：新一般（新年金）の控除額が 4 万円以上 

：旧一般（旧年金）の控除額が 4 万円以上 

：旧一般（旧年金）・新一般（新年金）を合計した控除額が 4 万円以上 

⇒一般・年金・介護の合計控除額が 12 万円未満の場合であれば、旧保険の控除額 4 万円を

超える 5 万円までを追加で申告できます。 

 

【保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書】(抜粋) 
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出力例④ ＜制限事項＞ 

生命保険料控除額計が 12 万以上でも介護医療保険料欄にメッセージは表示されない場合

があります。 

 

例） 

旧一般の控除額  5 万 （限度額） 

介護の控除額   2 万 （限度額未満） 

旧年金の控除額  5 万 （限度額） 

合計控除額    12 万 （限度額） 

 

一般の生命保険料欄：「**一般生命保険控除額の最高額に達しています**」 

個人年金保険料欄：「**個人年金保険控除額の最高額に達しています**」 

介護医療保険料欄：メッセージは表示されません。（介護の控除額としては限度額未満のた

め。） 

⇒介護医療保険料欄にメッセージは表示されませんが、生命保険料控除額計が 12 万（限度

額）のため、追加での申告はできません。必ず生命保険料控除額計を確認してください。 

 

【保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書】(抜粋) 

 

 

 


